
議案第 39号  

 

 

   西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  

る条例の制定について  

 

 

 西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

 

 

  令和５年５月 30日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 人事院規則の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症対応業務に係

る防疫手当の規定について、所要の改正を行う必要があるため。  

 



 
 

 
西

脇
市

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

5
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

種
類
 

支
給
区
分
 

支
給
額
 

備
考
 

（
略
）
 

２
 
防
疫
 

 
手
当
 

感
染
症
患
者
若
し
く
は
感
染
症
の

疑
い
の
あ
る
者
を
収
容
し
、
又
は

感
染
症
の
病
原
体
の
付
着
し
、
若

し
く
は
付
着
の
危
険
が
あ
る
物
件

又
は
患
家
の
消
毒
作
業
に
従
事
し

た
者
 

１
件
 

 
  

30
0円

   

 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
略
）

（
注
）
 
月
額
で
支
給
す
る
も
の
で
、
同
一
手
当
内
の
も
の
及
び
現
場
手
当
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
併
給
し
な
い
。
 

  
（
削
る
）
 

 
   

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

種
類
 

支
給
区
分
 

支
給
額
 

備
考
 

（
略
）
 

２
 
防
疫
 

 
手
当
 

⑴
 
感
染
症
患
者
若
し
く
は
感
染

 
症
の
疑
い
の
あ
る
者
を
収
容
し
、

 
又
は
感
染
症
の
病
原
体
の
付
着

 
し
、
若
し
く
は
付
着
の
危
険
が

 
あ
る
物
件
又
は
患
家
の
消
毒
作

 
業
に
従
事
し
た
者
 

１
件
 

 
  

30
0円

 

 
⑵
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

 
症
か
ら
市
民
の
生
命
及
び
健
康

 
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行

 
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
に
従

 
事
し
た
者
 

１
日
 

 
 3
,0
00
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の

あ
る
者
の
身
体
に
接
触
し
て
又

は
こ
れ
ら
の
者
に
長
時
間
に
わ

た
り
接
し
て
行
う
作
業
そ
の
他

市
長
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め

る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
は
、
 

 4
,0
00
円
を
支
給
す
る
。
 

⑶
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

 
症
か
ら
市
民
の
生
命
及
び
健
康

 
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

 
措
置
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除

 
く
。
）
に
係
る
作
業
に
従
事
し

 
た
者
 

 

１
日
 

 
 1
,0
00
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る

者
の
身
体
に
接
触
し
て
行
う
作

業
に
長
時
間
に
わ
た
り
従
事
し

た
場
合
は
、
 1
,5
00
円
を
支
給

す
る
。
 

（
略
）

（
注
）
 

 
１
 
月
額
で
支
給
す
る
も
の
で
、
同
一
手
当
内
の
も
の
及
び
現
場
手
当
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
 

 
 
を
併
給
し
な
い
。
 

２
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
は
、
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
 

 
 
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
 

 
 
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
 

の
を
い
う
。
 

 
 



  
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
17
年
10
月
1日

か
ら
施
行
す
る
。
 

（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
防
疫
手
当
の
特

例
）
 

２
 
職
員
が
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
で
、
当

該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
同
法
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設

置
さ
れ
た
も
の
（
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
か
ら
市
民
の
生
命
及
び
健

康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事

し
た
と
き
は
、
防
疫
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
条
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。
 

３
 
前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
１
日
に
つ
き
、
 1
,5
00
円
（
緊
急
に
行
わ
れ

た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ
っ
て
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
市
長
が
認
め
る
も
の
に

従
事
し
た
場
合
は
、
 4
,0
00
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
応

じ
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

 
 
 
附
 
則
 

 
 こ
の
条
例
は
、
平
成
17
年
10
月
1日

か
ら
施
行
す
る
。
 

  （
新
設
）
 

      （
新
設
）
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 


